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３
、
国
家
に
捏
造
さ
れ
た
罪
と
罰 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
●
軍
機
保
護
法
の
定
義
と
歯
止
め 

軍
機
保
護
法
は
、
も
と
も
と
１
８
９
９
年
（
明
治
32
）
制
定
の
軍
内
部
の

規
律
に
重
き
を
お
く
概
括
的
な
法
だ
っ
た
が
、
日
本
軍
に
よ
る
中
国
大
陸
侵

攻
さ
中
の
37
年
（
昭
和
12
）
８
月
の
抜
本
改
正
で
厳
罰
化
、
適
用
範
囲
を

民
間
に
一
段
と
広
げ
、
国
民
弾
圧
に
及
ぶ
実
質
・
新
法
に
改
悪
さ
れ
た
。
実

際
、
当
時
の
軍
、
議
会
関
係
者
は
新
法
と
呼
ん
で
い
た
。 

し
か
し
、
そ
の
中
で
も
議
会
審
議
（
帝
国
議
会
）
は
可
能
な
限
り
尽
く
さ

れ
た
。
と
く
に
貴
族
院
で
の
、
学
識
経
験
者
ら
勅
選
議
員
に
よ
る
質
疑
は
特

筆
さ
れ
て
い
い
。
人
権
侵
害
を
防
止
す
る
視
点
か
ら
の
審
議
が
厳
正
に
起
こ

さ
れ
、
軍
・
司
法
当
局
か
ら
引
き
出
し
た
答
弁
を
基
に
、
法
規
制
の
重
要
事

項
で
の
歯
止
め
規
範
が
合
意
さ
れ
、
定
義
化
さ
れ
た
。 

以
下
、
要
点
を
抜
粋
・
要
約
す
る
と
―
― 

◇
軍
事
秘
密
＝
軍
の
統
帥
事
項
ま
た
は
統
帥
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
事
項
に

関
す
る
高
度
の
秘
密
で
、
尋
常
一
様
の
手
段
で
は
探
知
・
収
集
で
き
な
い

秘
密
を
指
す
。 

◇
探
知
（
罪
）
＝
右
定
義
の
軍
事
秘
密
と
知
っ
た
上
で
故
意
に
不
法
不
正
な

手
段
を
以
て
探
知
・
収
集
し
た
故
意
犯
を
探
知
罪
の
対
象
と
す
る
。 

◇
漏
泄
（
罪
）
＝
軍
事
秘
密
を
故
意
に
探
知
・
収
集
し
た
者
、
あ
る
い
は
偶

然
に
知
得
し
た
者
が
、
こ
れ
を
他
人
、
あ
る
い
は
外
国
、
あ
る
い
は
外
国

の
為
に
行
動
す
る
者
に
漏
泄
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
公
に
し
た
場
合
は
、

漏
泄
罪
の
対
象
と
な
る
。 

▼
軍
機
保
護
法
・
付
帯
決
議 

 
 

議
会
審
議
で
は
、
最
終
段
階
で
、
右
の
合
意
事
項
（
定
義
）
の
成
文
化

が
行
わ
れ
、
こ
れ
を
法
案
の
付
帯
決
議
と
す
る
こ
と
で
全
員
一
致
、
こ
の

付
帯
決
議
が
遵
守
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
に
、
付
議
の
軍
機
保
護
法
改
正
案

が
原
案
通
り
可
決
成
立
し
た
。 

採
決
に
あ
た
っ
て
は
、
陸
軍
、
海
軍
、
司
法
の
３
大
臣
も
議
場
に
列
席

し
、
付
帯
決
議
の
尊
重
を
宣
明
し
て
い
る
。 

 
 

 
 付

帯
決
議 

「
本
法
に
於
て
保
護
す
る
軍
事
上
の
秘
密
と
は
不
法
の
手
段
に
依
る
に
非

ざ
れ
ば
之
を
探
知
収
集
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
高
度
の
秘
密
な
る
を
以
て
政

府
は
本
法
の
運
用
に
当
り
て
は
須
く
軍
事
上
の
秘
密
な
る
こ
と
を
知
り
て

之
を
侵
害
す
る
者
の
み
に
適
用
す
べ
し
」 

 
 ＊

右
付
帯
決
議
の
核
心
は
「
不
法
の
手
段
」。
窃
盗
、
強
盗
、
器
物
損
壊
、

不
法
侵
入
な
ど
、
刑
事
罰
を
伴
う
手
段
を
用
い
な
け
れ
ば
探
知
・
獲
得

で
き
な
い
よ
う
に
厳
重
保
管
さ
れ
た
「
秘
密
」
だ
け
が
法
で
保
護
さ
れ

る
秘
密
で
あ
り
、
そ
う
い
う
秘
密
を
刑
事
罰
を
伴
う
手
段
で
探
知
・
獲

得
し
た
場
合
に
の
み
探
知
罪
で
罰
せ
ら
れ
る
。 
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●
宮
澤
弘
幸
が
〝
ス
パ
イ
〟
と
さ
れ
た
行
動 

 

宮
澤
弘
幸
が
確
定
判
決
で
有
罪
（
ス
パ
イ
行
為
）
と
断
じ
ら
れ
た
行
動
の

う
ち
、
主
な
行
動
を
列
挙
す
る
と
以
下
に
な
る
。 

① 

北
大
学
生
課
あ
っ
せ
ん
の
夏
季
労
働
実
習
で
行
っ
た
旧
樺
太
（
現
サ
ハ
リ

ン
）
大
泊
町
で
の
海
軍
工
事
現
場
で
聴
取
・
目
撃
し
た
こ
と
。
（
こ
れ
は

文
部
省
主
導
の
「
学
生
勤
労
奉
仕
隊
」
の
一
環
で
あ
り
、
北
大
版
） 

 

② 

旧
上
敷
香
（
現
ポ
ロ
ナ
イ
ス
ク
）
の
海
軍
飛
行
場
の
工
事
現
場
で
聴
取
し

た
こ
と
。
（
前
項
の
実
習
終
了
後
に
、
先
住
少
数
民
族
の
国
策
定
住
集
落

な
ど
を
見
学
し
た
途
次
で
の
見
聞
） 

③ 

灯
台
船
に
便
乗
・
巡
航
し
た
旧
樺
太
・
千
島
列
島
で
聴
取
・
目
撃
し
た
こ

と
。
（
実
際
の
嫌
疑
は
、
巡
航
か
ら
の
帰
路
、
列
車
の
中
で
乗
客
か
ら
根

室
の
海
軍
飛
行
場
の
様
子
を
聞
い
た
こ
と
。
便
乗
は
、
父
の
知
人
の
札
幌

逓
信
局
長
の
口
利
き
に
よ
る
も
の
で
北
大
か
ら
の
推
薦
も
得
た
） 

④ 

海
軍
軍
事
思
想
普
及
講
習
会
（
樺
太
）
に
参
加
し
た
折
に
聴
講
・
知
得
し

た
こ
と
。
（
夏
季
労
働
実
習
の
時
、
講
習
会
の
開
催
を
知
り
、
国
を
思
う

気
持
ち
か
ら
応
募
し
た
） 

⑤ 

陸
軍
の
機
械
化
訓
練
講
習
会
（
千
葉
）
に
参
加
し
た
折
に
聴
講
・
知
得
し

た
こ
と
。
（
陸
軍
が
催
し
、
同
じ
気
持
ち
か
ら
参
加
し
た
） 

⑥ 

旧
満
支
方
面
を
旅
行
し
た
折
に
目
撃
知
得
し
た
こ
と
。
（
南
満
州
鉄
道
が

公
募
し
た
学
生
論
文
に
入
選
し
た
褒
賞
と
し
て
参
加
し
た
） 

 
 

（
大
審
院
判
決
の
原
本
は
最
高
裁
に
現
存
。
写
し
全
文
、
お
よ
び
札
幌

地
裁
判
決
の
全
文
は
『
引
き
裂
か
れ
た
青
春
』
巻
末
に
収
録
） 

 

                        

◇根室海軍飛行場が機密では 

なかった証拠 その① 

1933 年（昭和８）発行の「根室要覧」

に描かれている海軍飛行場。飛行

場の北側に沿って鉄道線路が描か

れている。 

◇根室海軍飛行場が機密では 

なかった証拠 その② 

1934 年（昭和９）８月４日、海軍大湊要港

部は、米国海軍武官に根室飛行場の見

学を許可していた。 
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●
捏
造
さ
れ
た
罪
と
罰
と
矛
盾 

◇
宮
澤
・
探
知
罪
＝
先
の
項
で
、
宮
澤
弘
幸
が
確
定
判
決
で
ス
パ
イ
と
さ
れ

た
行
為
の
主
要
６
例
を
例
示
し
た
が
、
こ
の
い
ず
れ
も
が
、
（
判
決
文
の
表

記
に
お
い
て
も
）
聴
取
、
目
撃
、
知
得
、
聴
講
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
だ

と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
刑
法
の
罰
則
を
伴
う
不
法
不
正
な
手
段
に
よ
っ
て
取

得
し
た
も
の
で
は
な
い
。
判
決
理
由
に
も
、
不
法
侵
入
、
窃
盗
、
強
奪
、
略

取
な
ど
の
記
載
は
全
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
改
正
軍
機
保
護
法
・
付
帯
決
議

に
照
ら
し
て
、
探
知
罪
に
問
え
る
違
法
行
為
で
は
な
く
、
法
で
保
護
さ
れ
る

秘
密
で
も
な
い
こ
と
が
、
判
決
文
に
よ
っ
て
明
白
に
な
る
。 

し
た
が
っ
て
、
特
高
に
よ
る
取
調
べ
か
ら
確
定
判
決
に
至
る
ま
で
、
探
知

で
は
な
い
目
撃
、
知
得
を
「
探
知
」
だ
と
す
り
替
え
、
秘
密
で
は
な
い
事
柄

を
秘
密
だ
と
捏
造
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。 

◇
レ
ー
ン
夫
妻
・
探
知
罪
＝
夫
妻
の
確
定
判
決
に
於
い
て
、
夫
妻
が
独
自
に

探
知
・
取
得
し
た
事
例
は
一
例
も
な
い
。
全
て
、
宮
澤
ら
か
ら
聞
い
た
事
柄

で
あ
り
、
し
か
も
不
正
不
法
な
手
段
を
用
い
て
聞
き
出
し
た
事
柄
は
一
例
も

な
い
。
こ
れ
も
確
定
判
決
で
明
ら
か
で
あ
り
、
よ
っ
て
探
知
で
は
な
い
行
為

を
「
探
知
」
だ
と
す
り
替
え
、
捏
造
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。 

◇
漏
泄
罪
＝
宮
澤
判
決
で
は
、
取
得
し
た
軍
事
秘
密
を
全
て
レ
ー
ン
夫
妻
に

漏
泄
し
た
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
点
で
夫
妻
は
本
件
全
て

の
軍
事
秘
密
を
入
手
で
き
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
こ
と
改
め
て
宮
澤
か
ら
探

知
す
る
必
要
は
全
く
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
夫
妻
の
確
定
判
決
で
は
、
宮

澤
か
ら
探
知
し
た
と
な
っ
て
お
り
、
宮
澤
の
漏
泄
と
矛
盾
す
る
。
こ
れ
が
両

者
の
関
係
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
が
捏
造
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

●
捏
造
さ
れ
た
軍
事
秘
密 

◇
軍
事
秘
密
＝
宮
澤
弘
幸
と
レ
ー
ン
夫
妻
が
探
知
・
漏
泄
罪
に
問
わ
れ
た
行

為
の
対
象
で
あ
る
「
軍
事
秘
密
」
は
、
先
に
例
示
し
た
６
例
で
み
て
も
、
全

て
事
実
上
公
開
の
存
在
だ
っ
た
。
せ
い
ぜ
い
工
事
用
の
仮
塀
で
囲
わ
れ
た
程

度
の
防
御
で
あ
り
、
講
習
会
に
至
っ
て
は
公
募
に
よ
っ
て
積
極
的
に
広
め
た

も
の
だ
っ
た
。
（
厳
重
に
防
御
さ
れ
た
秘
密
で
は
な
い
） 

中
で
も
、
根
室
海
軍
飛
行
場
は
、
公
共
空
間
に
広
が
る
公
然
の
大
施
設
で

あ
り
、
敵
国
と
な
る
米
国
の
武
官
に
ま
で
見
学
を
許
可
し
て
い
た
。
宮
澤
弘

幸
は
こ
の
域
内
に
一
歩
も
入
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
外
縁
に
沿
っ
て
走
る
列

車
の
窓
越
し
に
、
見
る
と
も
な
く
眺
め
て
い
た
に
違
い
な
い
。 

し
か
も
、
確
定
判
決
の
上
で
、
６
例
の
全
て
が
不
正
不
法
の
手
段
に
よ
っ

て
取
得
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
の
だ
か
ら
、
改
正
法
・
付

帯
決
議
に
照
ら
す
ま
で
も
な
く
、
軍
機
保
護
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
「
不

法
の
手
段
に
依
る
に
非
ざ
れ
ば
之
を
探
知
収
集
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
高
度
の

秘
密
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

◇
敵
国
漏
泄
＝
国
防
を
危
う
く
す
る
ス
パ
イ
行
為
は
、
高
度
の
秘
密
が
敵
国

に
漏
泄
さ
れ
て
究
極
の
犯
罪
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
確
定
判
決
に
よ
る
と
、
レ

ー
ン
夫
妻
か
ら
米
国
大
使
館
に
漏
泄
さ
れ
る
ま
で
に
半
年
か
ら
一
年
、
二
年

を
要
し
て
い
る
。
中
に
は
「
（
大
使
館
に
）
通
報
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
な

が
ら
（
第
三
者
に
）
申
し
告
げ
た
」
と
い
う
杜
撰
な
漏
泄
さ
え
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
判
決
自
体
を
レ
ー
ン
夫
妻
は
否
認
し
て
い
る
が
、
秘
密

の
質
に
お
い
て
、
全
く
急
を
要
し
な
い
「
こ
の
程
度
の
ど
う
で
も
よ
い
軽
い

秘
密
」
だ
っ
た
と
判
決
自
体
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 
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４
、
冤
罪
の
加
害
者
は
国
家
権
力 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
本
件
冤
罪
の
加
害
者
は
、
国
家
治
安
の
総
元
締
・
旧
内
務
省
に
集
約
さ
れ
る

国
家
権
力
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
全
貌
と
、
冤
罪
に
嵌
め
た
経
緯
は
、
敗
戦

と
同
時
に
同
じ
権
力
に
よ
っ
て
破
棄
・
焼
却
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
確
定
判

決
な
ど
の
痕
跡
を
丹
念
に
浚
い
、
暗
幕
に
光
を
当
て
れ
ば
見
え
て
く
る
。 

●
治
安
権
力
の
戦
時
暴
走
化 

内
務
省
＝
１
８
７
４
年
開
庁
。
警
察
機
構
と
地
方
機
関
（
都
道
府
県
）
の
掌
握

を
軸
に
、
運
輸
、
建
設
、
殖
産
、
民
生
に
わ
た
る
広
範
な
国
家
権
力
を
統
括
し

た
。
中
で
も
、
全
国
の
特
高
警
察
（
特
別
高
等
警
察
）
組
織
を
統
括
す
る
警
保

局
が
治
安
権
力
を
揮
っ
た
。 

特
高
警
察
＝
組
織
上
は
都
道
府
県
警
察
部
（
現
・
都
道
府
県
警
察
本
部
）
及
び

各
警
察
署
に
所
属
し
た
が
、
実
際
に
は
内
務
省
（
警
保
局
）
直
轄
の
強
力
な
中

央
集
権
体
制
に
組
み
込
ま
れ
、
個
別
事
案
に
は
署
長
と
い
え
ど
も
関
与
し
が
た

い
、
警
察
部
内
に
あ
っ
て
も
異
質
な
存
在
だ
っ
た
。 

裁
判
所
＝
組
織
上
は
戦
時
司
法
界
に
あ
っ
て
も
独
立
の
存
在
だ
っ
た
が
、
問
答

無
用
の
横
行
す
る
戦
時
体
制
下
で
は
、
軍
機
保
護
法
、
国
防
保
安
法
、
戦
時
刑

事
特
別
法
、
戦
時
特
別
措
置
等
に
よ
っ
て
、
治
安
被
告
の
権
利
が
大
幅
に
奪
わ

れ
、
裁
判
所
も
事
実
上
弾
圧
権
力
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。 

●
軍
部
隷
従
・
国
民
弾
圧
の
背
景 

♦

１
９
３
０
年
代
に
入
り
、
「
国
益
」
「
生
命
線
（
満
蒙
生
命
線
）
」
と
い
う

言
葉
が
権
力
、
及
び
御
用
知
識
人
に
よ
っ
て
多
用
さ
れ
、
国
民
意
識
を
軍
部
隷

従
・
戦
意
高
揚
に
誘
導
し
た
。 

♦

１
９
３
６
年
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
会
議
か
ら
脱
退
し
、
無
制
限
軍
拡
へ
と
走
り
出

す
。
２
・
26
事
件
を
経
て
、
軍
・
国
家
権
力
に
と
っ
て
不
快
な
言
動
を
全
て

反
軍
・
反
国
家
思
潮
と
決
め
つ
け
国
賊
化
へ
誘
導
し
た
。 

♦

１
９
３
７
年
、
遂
に
日
中
戦
争
に
引
き
込
み
、
軍
機
保
護
法
を
全
面
改
定
し

て
対
象
を
一
般
国
民
に
拡
大
・
重
罰
化
。
さ
ら
に
国
家
総
動
員
法
（
38
年
）
、

国
防
保
安
法
（
41
年
）
な
ど
戦
時
新
法
の
量
産
と
共
に
治
安
維
持
法
を
全
面

改
悪
し
て
無
差
別
か
つ
治
安
権
力
の
恣
意
の
ま
ま
に
検
束
を
可
能
に
し
た
。 

 

♦

１
９
４
１
年
、
御
前
会
議
で
帝
国
国
策
遂
行
要
領
（
対
米
英
開
戦
準
備
）
を

策
定
、
同
時
に
内
務
省
指
令
で
全
国
特
高
が
「
外
諜
」
（
ス
パ
イ
）
名
目
で
拘

束
す
べ
き
不
穏
人
物
（
生
贄
）
の
リ
ス
ト
を
作
成
、
一
斉
検
挙
に
備
え
た
。 

●
暗
黒
裁
判
で
懲
役
15
年
が
確
定
＝
収
監 

１
９
４
２
年
12
月
16
日
、
札
幌
地
裁
（
公
判
は
非
公
開
）
は
宮
澤
弘
幸
に

懲
役
15
年
の
判
決
。
被
告
側
が
控
訴
す
る
も
、
戦
時
法
に
よ
っ
て
高
裁
を
と

ば
し
、
い
き
な
り
大
審
院
で
の
審
理
に
な
る
。 

 
弁
護
団
は
「
罪
ト
ナ
ラ
ザ
ル
事
実
ヲ
有
罪
ニ
断
ジ
タ
ル
違
法
」
「
事
実
誤
認

シ
法
ノ
適
用
ヲ
誤
リ
タ
ル
違
法
」
「
証
拠
ニ
ヨ
ラ
ズ
シ
テ
断
罪
シ
タ
ル
違
法
」

な
ど
８
項
目
の
「
上
告
趣
意
書
」
を
提
出
し
、
精
緻
な
論
証
を
準
備
し
た
。 

 

し
か
し
大
審
院
は
、
門
前
払
い
を
誘
導
す
る
戦
時
法
を
後
ろ
盾
に
、
公
判
を
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回
避
し
、
事
実
調
べ
を
す
る
こ
と
も
な
く
「
原
判
決
ハ
認
定
事
実
ト
擬
律
ト
ニ

齟
齬
ア
ル
所
ヲ
見
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
所
論
ノ
違
法
一
ト
シ
テ
存
ス
ル
コ
ト
ナ

ク
論
旨
総
テ
理
由
ナ
シ
」
と
紋
切
り
文
句
で
棄
却
し
た
。
宮
澤
以
外
の
被
告
も

大
同
小
異
の
経
過
で
全
て
有
罪
確
定
の
断
と
な
っ
た
。 

●
な
ぜ
、
有
罪
・
重
刑
に
？ 

♦

宮
澤
弘
幸
は
好
奇
心
旺
盛
で
旅
好
き
だ
っ
た
。
当
時
、
北
に
国
境
を
接
す
る

北
海
道
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
軍
の
施
設
が
あ
っ
た
。
こ
の
相
互
に
無
関
係
な
２

要
素
が
、
狡
猾
な
特
高
に
つ
け
狙
わ
れ
た
こ
と
、
十
分
あ
り
う
る
。 

♦

宮
澤
弘
幸
は
、
思
想
信
条
に
お
い
て
、
当
時
普
通
の
軍
国
少
年
で
、
内
務
省

好
み
だ
っ
た
。
国
益
に
対
応
し
た
大
陸
一
貫
鉄
道
の
建
設
を
渇
望
す
る
論
文
を

書
き
、
軍
事
教
練
に
勤
し
み
、
軍
の
特
別
講
習
に
進
ん
で
参
加
し
、
海
軍
委
託

学
生
に
志
願
し
合
格
し
て
い
る
。 

 

♦

そ
の
宮
澤
弘
幸
に
ス
パ
イ
の
断
が
下
っ
た
の
だ
か
ら
傲
然
と
否
定
し
、
反
発

し
た
。
だ
が
、
そ
の
傲
然
さ
が
、
高
飛
車
な
特
高
に
は
国
家
へ
の
反
逆
と
映
っ

た
。
天
皇
の
特
高
警
官
に
逆
ら
う
こ
と
は
、
天
皇
に
逆
ら
う
こ
と
だ
と
。
こ
れ

で
反
国
家
の
若
造
と
烙
印
さ
れ
た
。
こ
れ
も
あ
り
う
る
。 

♦

宮
澤
弘
幸
は
、
特
高
の
拷
問
に
よ
っ
て
一
度
は
虚
偽
の
自
白
に
追
い
込
ま
れ

た
が
、
起
訴
後
は
一
貫
し
て
捏
造
さ
れ
た
自
白
・
容
疑
を
否
定
し
た
。
こ
の
頑

強
者
を
戦
時
の
銃
後
に
出
し
て
は
不
穏
か
つ
悪
弊
と
な
り
か
ね
ず
、
長
期
、
刑

務
所
に
閉
じ
込
め
る
に
限
る
と
思
わ
せ
た
。
こ
れ
も
十
分
に
あ
り
う
る
。 

●
権
力
が
罪
を
捏
造
し
た
狙
い 

検
挙
さ
れ
た
被
疑
者
の
う
ち
何
人
が
有
罪
に
な
っ
た
か
。
こ
れ
を
有
罪
率
と

い
う
が
、
12
・
８
一
斉
検
挙
を
は
じ
め
一
連
の
戦
時
検
挙
の
有
罪
率
は
、
お

そ
ら
く
３
割
に
も
満
た
な
い
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

の
被
疑
者
と
は
、
冤
罪
の
被
害
者
、
で
あ
る
。 

♦

「
１
９
３
７
年
か
ら
３
年
間
、
軍
機
保
護
法
で
検
挙
さ
れ
た
人
数
は
３
７
７

名
で
あ
っ
た
が
、
起
訴
さ
れ
有
罪
と
な
っ
た
の
は
14
名
、
３
・
７
％
に
過
ぎ

な
か
っ
た
」
「
特
に
１
９
３
９
年
は
検
挙
２
８
９
名
と
過
去
最
多
で
あ
っ
た
の

に
対
し
有
罪
４
名
だ
け
だ
っ
た
」
（
防
衛
省
・
防
衛
研
究
所
紀
要
） 

♦

「
軍
機
保
護
法
に
か
か
る
昭
和
14
年
ま
で
の
裁
判
所
受
理
件
数
１
５
９
件
の

う
ち
起
訴
は
31
件
で
19
％
」
（
判
事
・
伊
達
秋
雄
の
調
査
） 

♦

「
12
・
８
一
斉
検
挙
１
２
６
人
の
う
ち
有
罪
判
決
は
42
年
末
で
罰
金
14
人

を
含
め
37
人
、
29
・
３
％
」
（
内
務
省
「
外
事
警
察
概
況
」
か
ら
積
算
） 

＝
以
上
の
事
実
は
、
検
挙
自
体
が
目
的
で
、
容
疑
の
存
在
、
解
明
、
証
明
は

二
の
次
、
三
の
次
だ
っ
た
実
態
を
露
わ
に
し
て
お
り
、
現
に
内
務
省
の
内
部
文

書
「
外
事
警
察
概
況
」
は
、
３
割
弱
の
有
罪
を
も
っ
て
「
米
英
系
外
諜
組
織
は

一
応
壊
滅
」
と
自
賛
し
、
内
務
省
幹
部
の
中
に
は
「
査
察
内
偵
宜
し
き
を
得
れ

ば
、
取
締
目
的
の
十
中
八
九
は
之
を
果
た
し
得
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
」

と
の
言
さ
え
あ
る
。
恣
意
に
よ
る
検
挙
で
、
狙
っ
た
当
人
を
痛
め
つ
け
、
そ
れ

に
よ
っ
て
「
ス
パ
イ
憎
し
国
家
大
事
」
の
印
象
を
世
に
浸
透
さ
せ
る
の
が
目
的

だ
っ
た
と
い
っ
て
、
間
違
っ
て
は
い
な
い
。 

半
面
、
大
量
検
挙
の
正
当
性
を
見
せ
か
け
る
必
要
も
あ
り
、
見
せ
し
め
に
適

し
た
事
案
で
は
、
捏
造
も
厭
わ
ず
絶
対
有
罪
の
重
罪
を
仕
立
て
た
。
戦
時
を
盾

に
何
で
も
で
き
る
と
、
高
を
く
く
っ
た
の
で
あ
る
。 

（
『
外
事
警
察
概
況
』
は
、
復
刻
合
本
が
龍
渓
書
舎
か
ら
刊
。
国
会
図
書
館

で
閲
覧
で
き
る
） 
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●
「
ス
パ
イ
の
家
族
」
の
苦
し
み 

母
・
と
く
さ
ん 

検
挙
の
直
後
、
札
幌
に
飛
ん
で
、
当
時
の
今
・
北
大
総
長
の

自
宅
を
訪
ね
一
縷
の
相
談
に
及
ん
だ
が
冷
た
く
返
さ
れ
た
。
以
来
、
息
子
の

状
態
を
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
と
「
大
日
本
婦
人
会
」
の
活
動
な
ど
に
勤
し
ん

だ
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
ス
パ
イ
の
家
族
」
、
「
国
賊
の
家
族
」
の
陰
口
が

流
れ
、
逃
げ
る
よ
う
に
転
居
を
繰
り
返
し
た
と
い
う
。 

弟
・
晃
さ
ん 

１
９
４
３
年
10
月
21
日
、
雨
の
神
宮
外
苑
競
技
場
で
の
出
陣

学
徒
壮
行
大
会
で
、
後
輩
学
徒
を
代
表
し
て
送
辞
を
読
む
こ
と
に
な
っ
て

い
た
が
、
直
前
に
な
っ
て
「
兄
が
ス
パ
イ
」
を
理
由
に
外
さ
れ
た
。 

 
 

妹
・
美
江
子
さ
ん 

「
兄
が
ス
パ
イ
」
と
知
ら
れ
る
と
結
婚
話
は
破
談
に
。
そ

れ
は
戦
後
も
続
い
た
。
し
か
し
１
９
５
０
年
、
阿
寒
湖
で
出
会
っ
た
秋
間

浩
さ
ん
は
そ
れ
を
承
知
で
結
婚
し
支
え
た
。 
 

婚
約
者
・
高
橋
あ
や
子
さ
ん 

宮
澤
弘
幸
が
北
大
卒
業
後
、
技
術
将
校
と
し
て

海
軍
に
入
隊
し
た
ら
結
婚
す
る
約
束
を
交
わ
し
て
い
た
。
独
身
を
貫
き
、

２
０
１
３
年
２
月
、
89
歳
で
死
去
し
た
。 

 

        

                     

右から、母・とく、弟・晃、弘幸、父・雄也、妹・美江子の家

族（1938 年 1 月撮影）。父は、ドイツへも企業留学した幹

部技術者。母は実業家の娘。当時としては中流の家族。

裕福ながらも質素に育てられた。 

高橋あや子さん 

（ビデオ「レーン・宮澤事

件―もう一つの 12 月 8

日」から） 

宮澤弘幸の眠る 

宮澤家之墓 

東京新宿区・常圓寺 

 


